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★町の人口★人口10,197(-Jの 男4,831（一一15）女5,366(+ 5）世帯合計3,420(+ 1) 62年2月末現在）内は前月との比較です 

不在者投票 
投票日にやむをえない仕事や旅行などのために投票に行けない人は「不在者投票」ができます 

競議言 濡昌龍潟累誹E 48 8 30 - 5時まで 
E4 12日県知事県議会議員投票①

時間は午前7時から午後6時まで 

入
場
券
は
忘
れ
ず
に
投
票
所
へ
 

※
入
場
券
を
忘
れ
た
方
は
、
 

こ
こ
で
申
し
出
て
下
さ
い
。
 

県
知
事
の
投
票
用
紙
 

を
も
ら
い
ま
す
 

※
記
載
台
の
前
の
候
補
者
の
氏
 

名
を
見
て
間
違
い
の
な
い
よ
 

う
書
き
ま
し
ょ
う
。
 

県
議
会
議
員
の
投
票
 

用
紙
を
も
ら
い
ま
す
 

※
記
載
台
の
前
の
候
補
者
の
氏
 

名
を
見
て
間
違
い
の
な
い
よ
 

う
書
き
ま
し
ょ
う
。
 

開
票
は
4
月
 12 

日
午
後
7
時
 30 
分
 

か
ら
町
民
会
館
で
行
う
予
定
で
す
。
 

投
票
し
ま
す
 

く4月26日う
赤池町町議会議員ー般選剥窒勲

投
票
が
終
わ
り
 

ま
し
た
。
 

時間は午前7時から午後6時まで 

※
入
場
券
を
忘
れ
た
方
は
 

こ
こ
で
申
し
出
て
下
さ
い
 

投
票
用
紙
を
も
ら
い
 

ま
す
 

※
記
載
台
の
前
の
候
補
者
の
氏
 

名
を
見
て
間
違
い
の
な
い
よ
 

う
書
き
ま
し
ょ
う
。
 

選挙会（開票）は4 月26日午後7時釦分 

から町民会館で行う予定です。 

不在者投票 
投票日にやむをえない仕事や旅行などのために投票に行けない人は不在者投票ができます。 
'j赤洲〕田1透会議昌一船撰挙） 

投
票
箱
 

投
票
が
終
わ
り
 

ま
し
た
。
 

※
郵
便
投
票
証
明
書
の
有
効
期
間
を
確
か
め
て
下
さ
い
 

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
（
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
で
「
身
体
障
｛
 

手
帳
」
「
戦
傷
病
者
手
帳
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
）
に
よ
っ
て
そ
の
郵
便
投
一
 

明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
郵
便
投
票
証
明
書
の
有
効
期
間
を
確
認
し
一
 

さ
い
。
交
付
の
日
か
ら
四
カ
年
で
期
間
が
切
れ
ま
す
。
期
限
が
切
れ
る
前
に
新
一
 

証
明
書
を
本
人
が
選
挙
管
理
委
員
会
へ
申
請
し
て
下
さ
い
。
 



▼ 
エ
イ
ス
 

▲
 

今
年
の
一
月
に
、
日
本
で
最
初
の
エ
 

イ
ズ
患
者
が
発
生
し
て
以
来
、
全
国
的
 

に
エ
イ
ズ
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
 

い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い
事
 

も
多
く
、
情
報
に
も
乏
し
い
の
が
現
状
 

で
す
。
そ
こ
で
 
「
エ
イ
ズ
」
と
は
ど
ん
 

な
も
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

【
原
因
】
 

エ
イ
ル
ズ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
 

で
あ
り
、
血
液
、
精
液
、
汚
染
さ
れ
た
 

注
射
針
等
に
よ
り
感
染
し
ま
す
。
 

【
症
状
】
 

体
の
免
疫
力
（
抵
抗
力
）
が
極
端
に
 

低
下
し
て
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
ま
す
。
 

①
初
期
 

発
熱
、
寝
汗
、
リ
ン
パ
節
の
腫
れ
、
 

食
欲
不
振
、
下
痢
、
体
重
減
少
な
ど
。
 

②
後
期
 

重
症
の
肺
炎
や
食
道
炎
で
呼
吸
困
難
 

と
な
り
、
食
物
が
の
ど
を
通
ら
な
く
な
 

り
ま
す
。
精
神
症
状
も
伴
い
ま
す
。
 

悪
性
腫
蕩
（
特
に
カ
ポ
ジ
肉
腫
）
は
 

日
本
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 

【
治
療
法
】
 

今
の
と
こ
ろ
決
定
的
な
治
療
法
は
あ
 

り
ま
せ
ん
。
 

【
予
後
】
 

発
病
す
る
と
死
亡
率
は
き
わ
め
て
高
 

く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

【
予
防
法
】
 

エ
イ
ズ
患
者
ま
た
は
エ
イ
ズ
抗
体
陽
 

性
者
、
男
性
同
性
愛
者
や
静
脈
注
射
等
 

に
よ
る
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
濫
用
者
と
の
 

性
的
接
触
を
避
け
る
こ
と
で
す
。
 

ェ
イ
ズ
に
関
す
る
Q
&
A
 

Q
職
場
や
学
校
に
エ
イ
ズ
患
者
が
い
る
 

と
、
周
囲
の
人
が
エ
イ
ズ
に
か
か
る
恐
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(3) 

第I 期 基本計画 基本構想 

主要施策 基本方針 

◆計画期間ノS61年度～S65年度 

〇テーマノ「出合いとふれあいと安らぎの場の創造」人ロフレームノ10,200人 

、 

j .、 

住 民の健康を守る 
V....iiお鍬 

導車’’が 保健指 
" 

聖にfお芦に 
一 ー ~ ~ ~ ~ 

ー〇積極的広報活動、啓蒙活動により、 

住民、企業等における防火意識の向 

上をはかる。 

〇消防隊員による指導、協力体制の充 

実を促進し、消防団員の知識、技術 

訓練の強化をはかる。 

〇地域での自主防火組織、体制の充実 

ー に努める。 

( 1 ）消 防 

火災の発生を未然に防ぐための防火 

対策を最重点に充実し、火災発生時の 

消火、避難策の強化を進める。 

走 っています 
、 ’●●‘ー 

'./ 
, 

赤池町の住民、そのすべての人が健康 

で快適な毎日をすごせるように・ 。との 

考えから、「保健指導車」 ができました。 

この車に保健婦さんみずから乗り込み 

住民の家庭を訪問。健康に対しての相談 

や指導を行っています。 

多様化していく現代の病気に対して、 

この「保健指導車」住民のみなさんの生 

活に、さらに密着していきます。 

可愛がって下さい。 

ー〇今後とも救急隊員、消防団員の技術 

向上のための研修、訓練を充実する。 

〇広域圏での協力をもとに救急医療シ 

ー ステムの充実を推進する。 

〇住民に対し、救急車の適正な利用に 

ついての啓蒙活動を積極的にすすめ 

ー る。 

(2 ）救 急 

救急業務は住民の生命に直接かかわ 

る非常に重要な業務であるため、業務 

遂行の迅速化、応急処置の向上、救急 

医療システムの充実をすすめる。 

第
ニ
次
赤
池
町
 

総
合
計
画
 

―〇地域の居住環境改善に配慮しつつ、 
鉱害復旧事業の促進をはかる。 

〇無秩序な開発を抑制し、計画的に誘 
導することにより、水害の発生を未 

一 然に防止する。 

〇災害危険箇所への家屋の建設をしな 
いよう、行政が規制する。 

ー〇宅地開発における行政の指導を図る。 

(3 ）自然災害 

特に水害の発生を解消するよう、地 

盤のかさ上げ、排水路の整備に努める。 

また、その他の自然災害に対しても強 

い構造のまちづくりを推進する。 

ー【1 ．防災・救急】 

水害、尖災、交通事故、公害、犯罪 

等の災害から住民の生命と財産を守る 

ため、鉱害復旧の促進、下排水路の整 

備、オープンスペースの確保、木造密 

集地区の改善、防火施設、防犯施設の一 

整備充実等の抜本的改善を促進すると 

ともに、住民への防災思想の普及、監 

視等の防災体制の充実、災害時応急対 

策の強化により、災害に強いまちづく 

りを推進する。 

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 

A

エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
は
非
常
に
感
染
力
 

の
弱
い
ウ
ィ
ル
ス
で
、
普
通
の
生
活
の
 

中
で
は
う
つ
り
ま
せ
ん
。
 

〇
咳
や
く
し
ゃ
み
な
ど
で
、
空
気
を
介
 

し
て
う
つ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

〇
握
手
、
つ
り
革
や
手
す
り
、
お
金
で
 

う
つ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

〇
食
器
や
食
物
、
飲
物
を
介
し
て
う
つ
 

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

〇
お
風
呂
や
ト
イ
レ
、
プ
ー
ル
で
う
つ
 

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

〇
病
院
や
理
髪
店
、
美
容
院
な
ど
で
も
 

心
配
い
り
ま
せ
ん
。
 

0

ェ
ィ
ズ
抗
体
が
陽
性
で
あ
れ
ば
、
将
 

来
必
ず
ェ
イ
ズ
に
な
る
の
で
す
か
。
 

A
陽
性
で
あ
っ
て
も
エ
イ
ズ
に
な
ら
な
 

い
場
合
が
多
く
、
陽
性
に
な
っ
て
も
エ
 

て
ス
を
発
症
す
る
率
は
、
十
パ
ー
セ
ン
 

ト
か
ら
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
わ
れ
て
 

い
ま
す
。
 

Q
今
ま
で
に
ど
ん
な
人
が
エ
イ
ズ
に
か
 

か
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
 

A
欧
米
で
は
、
男
性
同
性
愛
者
と
麻
薬
 

・
覚
せ
い
剤
濫
用
者
が
大
半
で
す
。
 

日
本
で
は
、
血
友
病
患
者
、
男
性
同
 

性
愛
者
の
ほ
か
異
性
間
の
性
的
接
触
に
 

よ
る
患
者
（
女
性
）
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
 

Q

ェ
イ
ズ
発
病
ま
で
の
潜
伏
期
間
は
ど
 

の
く
ら
い
で
す
か
。
 

A
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、
三
年
か
ら
 

五
年
く
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

0
エ
イ
ズ
抗
体
の
検
査
は
ど
こ
に
い
け
 

ば
受
け
ら
れ
ま
す
か
。
 

〇今後とも、学校教育、社会教育の場 

を活用し交通安全思想の普及徹底に 

ー 努め、譲りあいの精神を高める。 

〇老朽化した交通安全施設の改善及び 

ー 新設を進める。 

(4 ）交通安全 

交通事故の撲滅は住民すべての願い 

である。交通災害から住民の生命を守 

るため、総合的な交通安全対策を推進 

する。 

ー〇公害発生の怖れがある企業とは積極 

的に公害防止協定の締結をすすめる。 

〇住民と行政が一体となって公害監視 

ー 体制の強化をはかる。 

(5 ）公 害 

住民の健康、生命を守り、良好な居 

住環境を確保するため、公害の発生 

を未然に防止するよう努める。 

(6 ）防犯 
A
筑
豊
地
区
で
は
 

〇
田
川
保
健
所
公
0
9
4
7
1
 44
 

1
0
 

(b

(b

<b 

〇
直
方
保
健
所
容
0
9
4
9
2
1
2
ー
 

nI
山

4
'n
？
乙
に
J
 

〇
飯
塚
保
健
所
公
0
9
4
8
1
 23 

1
4
 

1
ュ
ハ
b

一‘ 

日
時
は
、
各
保
健
所
と
も
毎
週
火
曜
日
 

午
前
9
時
よ
り
 10 

時
ま
で
、
直
方
保
健
 

所
に
つ
い
て
は
午
前
9

時
よ
り
 11 

時
ま
 

で
で
す
。
 

費
用
は
、
 

一
次
試
験
検
査
に
千
六
百
八
 

十
円
o

確
認
検
査
に
四
千
円
で
す
。
 

〇
テ
レ
ホ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
 

筑
豊
地
区
 

公
0
9
4
8
1
 23 

1
1
 

[
I
O
0
 

※
な
お
、
エ
イ
ズ
は
感
染
し
て
2

週
間
 

は
検
査
結
果
に
も
出
ま
せ
ん
。
心
配
な
 

方
は
、
結
果
が
出
る
ま
で
の
間
、
献
血
 

は
さ
け
て
下
さ
い
。
 

.
 
.
 ―〇地域、家庭、学校、行政が一体とな 

って、青少年をとりまく社会環境の 

浄化運動および青少年の健全育成活 

一 動を強力に推進する。 

住民が安心して生活できる犯罪の 

ない明るいまちづくりを目指し、防 

犯施設の充実、社会環境の改善を促 

進する。 

安
全
で
う
る
お
い
の
あ
る
生
活
環
境
の
形
成
に
向
け
て
 

ー【2 ．下水道】 

安全で快適な住環境の確保、農業環 

境の保全をはかるため、下排水路の整 

備を促進するとともに、広域圏のなかー 

で積極的に流域下水道の整備の検討を 

行う。 

※3~6 は次号でお知らせします。 

住民の安全の確保、農業環境の保 

全をはかり、雨水、排水施設の整備、 

農業用水路と生活排水路の分離を促 

進する。 

ー〇特に、赤池地区において鉱害復旧事 

業にあわせ、下水路の整備を促進す 

る。 

ー 〇新規開発団地に対し、コミュニティ 

プラントの設置を積極的に指導する。 

〇広域市町村圏の協力をもとに流域下 

一ー 水道の整備検討を進める。 

. 

地価公示普及月間11日～30日（国土庁） 

河川美化月間一1日～30日（建設省） 
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ためらうことなく やりぬきます 
法的措置 ＋よ '

 

一
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悪質な滞納者 

議会だより 

予 

算 

⑥
昭
和
六
十
 
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
 

暫
定
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
赤
池
町
住
宅
新
築
 

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
赤
池
町
国
民
健
康
 

保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
赤
池
町
老
人
保
健
 

特
別
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
赤
池
町
上
水
道
事
 

業
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
赤
池
町
立
病
院
事
 

業
特
別
会
計
予
算
 

（
以
上
の
予
算
に
つ
い
て
は
表
参
照
）
 

一
般
会
計
は
、
歳
入
欠
か
ん
が
多
大
 

で
あ
る
こ
と
、
赤
池
町
唯
一
の
歳
入
一
 

般
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
の
伸
び
が
 

補
助
金
カ
ッ
ト
を
含
め
て
も
歳
出
額
に
 

見
合
わ
な
い
こ
と
、
又
財
産
処
分
計
画
 

の
歳
入
見
込
み
が
充
分
見
込
め
な
い
な
 

ど
の
理
由
に
よ
り
三
カ
月
の
暫
定
予
算
 

と
な
り
ま
し
た
。
 

補 

正 

予 

算 

⑥
昭
和
六
十
一
年
度
一
般
会
計
補
正
予
 

算
‘
九
千
五
百
九
十
二
万
五
千
円
を
追
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ザ‘、 ノ‘、 ノ‘、 ノ‘、 プ‘、 ノ‘、 プ‘、 プ‘、 プ‘、 f‘、 J‘、 
さ 

、 

、 

、
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法 的 措 置 

その第1弾として、「赤池町住宅新築資金等貸付事業」の 

借入者が再三にわたる催告にも応じず、この事業の運営に 

支障をきたし、ひいては町財政に重大な影響を及ぼす恐れ 

があるため『田川簡易裁判所』に、借入者15人（31件）の、 

こ支払命令申立書ミを提出しました。 

今後もこのような法的措置は、この貸付事業に限らず、 

町税や各種料金などにも適用していきます。 
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悪質な滞納者とは 

〇長期間滞納して、特別な事情もなく故意 

に滞納している人。 

例 ①督促および納付指導にも一向に応 

じようとはせず連絡もない人②滞納処分を 

行うとすると財産の名義を他人名義にする 

などして納付を免れようとする人 
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昭
和
六
十
二
年
三
月
定
例
町
議
会
は
三
月
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
十
四
日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

今
年
で
五
年
連
続
の
暫
定
予
算
と
な
っ
た
一
般
会
計
を
は
じ
め
、
赤
池
町
上
水
道
事
業
会
計
な
ど
の
特
別
会
計
予
算
関
係
の
議
案
と
 

補
正
予
算
関
係
の
議
案
、
な
ら
び
に
保
育
所
入
所
措
置
の
条
例
関
係
の
議
案
な
ど
、
合
計
十
九
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
 

ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
 

開
会
日
の
十
二
日
、
日
野
町
長
は
一
般
会
計
を
三
カ
月
、
五
年
連
続
と
な
っ
た
暫
定
予
算
の
理
由
を
説
明
、
昭
和
六
十
二
年
度
に
あ
 

た
り
、
施
政
方
針
を
行
い
「
財
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
納
税
あ
る
い
は
貸
付
金
返
債
の
悪
質
な
滞
納
者
に
は
、
厳
し
い
手
段
を
講
じ
 

て
い
く
。
法
的
な
手
段
を
も
辞
さ
な
い
ノ
・
赤
池
町
に
と
っ
て
本
年
は
正
念
場
の
年
で
あ
る
。
職
員
の
意
識
改
革
は
も
と
よ
り
、
 
一
丸
と
 

な
っ
て
全
精
力
を
つ
い
や
し
、
不
退
転
の
決
意
で
望
む
」
 
と
厳
し
い
財
政
事
情
に
対
し
て
、
ど
う
取
り
組
ん
で
ゆ
く
の
か
の
表
明
を
し
 

ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
請
願
、
陳
情
、
報
告
、
 

一
般
質
間
な
ど
多
数
の
事
項
を
審
議
し
て
終
了
し
ま
し
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

加
補
正
し
総
額
四
十
六
億
六
千
四
百
七
 

十
万
九
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
内
容
は
 

歳
入
の
主
な
も
の
で
は
、
補
助
単
価
改
 

正
に
よ
る
も
の
や
、
起
債
充
当
額
の
増
、
 

ま
た
町
営
住
宅
使
用
料
、
産
炭
地
域
振
 

興
対
策
特
別
事
業
交
付
金
な
ど
で
、
歳
 

昭和62年度予算額と前年対比 
（一般会計の伸率は前年度が6カ月の暫定予算のため未記入） 

z、 雄毒 
ュ、 額

 
算
 

予
 

対前年 
伸率（%) 

一般会計暫定 15億5,464万円 / 
住宅新築資金等貸付事業特別会計 2億7,736万円 L38,2 

国民健康保険事業勘定特別会計 5億2,585万円 29.5 

老人保健特別会計 7億3,856万円 △3.7 

上水道事業特別会計 2億5,100万円 2.5 

町立病院事業特別会計 6億9,205万円 14.4 

上
償
還
を
行
う
こ
と
の
条
件
つ
き
で
県
 

よ
り
半
額
返
還
の
措
置
が
認
め
ら
れ
た
 

こ
と
に
伴
い
繰
上
償
還
金
一
億
五
百
九
 

十
万
八
千
円
の
補
正
を
し
た
も
の
で
す
。
 

な
お
、
赤
字
限
度
額
の
抑
制
等
か
ら
開
 

発
公
社
へ
の
貸
付
金
を
一
千
八
百
九
十
 

六
万
九
千
円
減
額
補
正
し
ま
し
た
。
 

一
条
例
の
制
定
・
一
部
改
正
 

⑨
赤
池
町
保
育
所
入
所
措
置
条
例
の
制
 

定
‘
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
な
 

う
、
保
育
所
の
入
所
措
置
等
を
定
め
ま
 

し
た
。
 

⑨
赤
池
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
 

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
‘
国
民
健
康
 

保
健
法
の
改
正
に
伴
な
う
条
例
の
一
部
 

を
改
正
し
た
も
の
で
す
。
 

⑥
赤
池
町
営
住
宅
家
貸
徴
収
条
例
の
制
 

定
‘
現
在
あ
る
町
営
住
宅
の
サ
ッ
シ
窓
 

取
替
え
に
よ
る
家
賃
の
変
更
と
、
六
十
 

一
年
度
に
建
設
し
た
町
営
住
宅
の
家
賃
 

の
金
額
を
新
し
く
定
め
た
も
の
で
す
。
 

一 

計
画
の
一
部
変
更
 

⑨
赤
池
町
過
疎
地
域
振
興
計
画
の
一
部
 

変
更
‘
後
期
過
疎
計
画
の
一
部
に
変
更
 

が
生
じ
た
た
め
変
更
す
る
も
の
で
す
。
 

町 

道 

路 

線 

⑥
町
道
路
線
の
廃
止
・
認
定
・
変
更
‘
 

道
路
の
新
設
、
改
良
等
に
伴
な
い
町
道
 

路
線
の
廃
止
、
又
は
認
定
、
変
更
を
す
 

る
必
要
が
生
じ
た
た
め
道
路
法
の
規
定
 

に
基
づ
い
て
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
 

報 

告 

⑨
昭
和
六
十
事
業
年
度
赤
池
町
土
地
開
 

出
の
主
な
も
の
で
は
、
児
童
措
置
費
委
 

託
料
の
単
価
改
正
に
よ
る
追
加
分
や
衛
 

生
組
合
の
じ
ん
芥
処
理
施
設
改
修
工
事
 

の
負
担
金
な
ど
、
ま
た
病
院
会
計
に
対
 

す
る
支
出
金
や
、
農
業
施
設
等
災
害
復
 

旧
工
事
、
用
地
収
得
費
、
県
振
興
資
金
 

の
元
利
償
還
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
六
十
一
年
度
事
業
で
実
施
予
定
 

で
し
た
中
央
台
下
排
水
路
改
良
工
事
、
 

道
路
鉱
害
の
屋
敷
ー
徳
人
原
線
鉱
害
復
 

旧
工
事
に
つ
い
て
は
、
新
年
度
に
実
施
 

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
減
額
補
正
し
 

て
い
ま
す
。
 

⑥
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
住
宅
新
築
 

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
 

‘
一
千
六
百
二
十
六
万
七
千
円
を
減
額
 

補
正
し
総
額
五
億
三
千
百
十
六
万
八
千
 

円
と
な
り
ま
し
た
。
内
容
は
歳
入
で
県
 

費
補
助
金
の
増
額
、
歳
出
で
は
前
年
度
 

繰
上
充
用
金
の
減
額
補
正
し
た
も
の
で
 

す。 
⑥
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
国
民
健
康
 

保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予
算
‘
 

三
千
二
百
三
万
五
千
円
を
追
加
補
正
し
 

総
額
五
億
二
百
二
十
一
万
五
千
円
と
な
 

、．ノ ) 

発
公
社
決
算
→
収
支
決
算
の
審
査
の
結
 

果
、
収
支
な
ら
び
に
決
算
と
も
に
正
当
 

に
し
て
不
都
合
な
き
旨
、
監
査
委
員
よ
 

り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
 

⑥
昭
和
六
十
一
年
度
定
例
事
務
監
査
の
 

結
果
報
告
廿
二
月
二
十
日
か
ら
三
月
三
 

日
ま
で
実
施
さ
れ
た
予
算
執
行
状
況
に
 

つ
い
て
の
監
査
結
果
が
監
査
委
員
よ
り
 

報
告
さ
れ
ま
し
た
。
 

般 

質 

間 

岡
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
 

圏
赤
池
町
独
自
で
運
営
し
て
い
く
事
は
 

困
難
で
あ
り
、
田
川
市
郡
の
町
村
が
集
 

ま
り
共
同
で
運
営
し
て
い
く
こ
と
も
、
 

赤
字
の
団
体
が
多
い
中
、
む
つ
か
し
い
 

こ
と
に
思
え
る
が
、
今
後
町
村
長
会
議
 

の
中
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

岡
暴
力
団
対
策
に
つ
い
て
 

圏
赤
池
町
で
の
指
名
業
者
は
県
警
か
ら
 

暴
力
団
と
の
関
係
あ
り
と
知
ら
さ
れ
た
 

業
者
は
は
ず
し
た
。
又
町
営
住
宅
の
入
 

居
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
暴
力
団
関
 

係
の
名
簿
を
下
さ
い
と
警
察
に
申
し
出
 

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
で
き
な
い
と
い
う
 

返
事
な
の
で
、
住
民
に
支
障
が
お
こ
る
 

よ
う
で
あ
れ
ば
、
町
の
方
か
ら
警
察
へ
 

出
向
き
調
査
し
た
上
で
、
警
察
と
の
連
 

携
を
密
に
し
て
、
目
を
光
ら
せ
て
行
き
 

た
い
。
 

請 

願 

⑨
国
民
の
食
料
を
守
り
農
業
再
建
に
関
 

す
る
意
見
書
の
採
択
を
求
め
る
請
願
‘
 

採
択
 

⑥
限
時
法
に
よ
る
新
規
立
法
を
求
め
る
 

り
ま
し
た
。
内
容
は
医
療
費
が
当
初
の
 

見
込
よ
り
伸
び
た
た
め
で
す
。
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
老
人
保
健
 

特
別
会
計
補
正
予
算
‘
四
十
万
六
千
円
 

を
追
加
補
正
し
総
額
七
億
六
千
八
百
四
 

十
二
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
内
容
は
一
 

時
借
入
金
に
伴
う
利
子
及
び
前
年
度
国
 

庫
補
助
金
の
返
還
金
で
す
。
 

⑥
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
立
病
院
事
 

業
特
別
会
計
補
正
予
算
‘
収
益
的
収
入
 

お
よ
び
支
出
で
三
十
七
万
八
千
円
、
資
 

本
的
収
入
お
よ
び
資
出
で
三
千
二
百
万
 

円
が
そ
れ
ぞ
れ
追
加
補
正
さ
れ
ま
し
た
。
 

内
容
は
旧
赤
池
保
育
所
の
鉱
害
復
旧
移
 

転
工
事
に
伴
な
う
用
地
購
入
費
な
ら
び
 

に
デ
ー
タ
バ
ン
ク
事
業
で
購
入
す
る
機
 

械
の
購
入
費
で
す
。
 

⑥
昭
和
六
十
一
‘
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
 

補
正
予
算
（
追
加
議
案
）
‘
八
千
六
百
 

九
十
三
万
九
千
円
を
追
加
補
正
し
総
額
 

四
十
七
億
五
千
百
六
十
四
万
八
千
円
と
 

な
り
ま
し
た
。
内
容
は
昭
和
五
十
六
年
 

度
、
県
か
ら
無
利
子
の
融
資
を
受
け
て
 

い
ま
す
振
興
資
金
四
億
七
百
万
円
の
元
 

金
八
千
百
四
十
万
の
返
済
が
、
今
回
繰
 

意
見
書
に
つ
い
て
の
請
願
書
→
採
択
 

⑨
赤
池
町
第
 11
 

支
所
赤
池
町
車
道
通
り
 

か
ら
貴
船
に
通
ず
る
道
路
拡
幅
整
備
等
 

に
関
す
る
請
願
書
‘
採
択
 

⑥
町
立
病
院
の
入
院
ベ
ッ
ド
の
増
床
を
 

求
め
る
請
願
書
‘
採
択
 

陳 

情 

⑥
社
会
保
険
診
料
報
酬
に
係
る
事
業
の
 

非
課
税
措
置
存
続
に
関
す
る
意
見
書
採
 

択
の
陳
情
書
→
採
択
 

⑨
昭
和
六
十
二
年
度
保
育
関
係
赤
池
町
 

予
算
等
に
対
す
る
陳
情
書
‘
採
択
 

意 

見 

書 

⑨
円
高
不
況
克
服
・
雇
用
の
安
定
確
保
 

に
関
す
る
意
見
書
（
案
）
 

⑨
防
衛
費
の
G
N
P
比
ー
パ
ー
セ
ン
ト
 

枠
厳
守
を
要
求
す
る
意
見
書
（
案
）
 

二
つ
の
意
見
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
採
択
 

さ
れ
、
各
関
係
省
庁
へ
提
出
さ
れ
ま
し
 

た。 臨
時
町
議
会
（
3
月4
日） 

⑥
赤
池
町
議
会
の
議
員
の
定
数
を
減
少
 

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
‘
 

審
議
の
結
果
投
票
と
な
り
、
十
八
名
の
 

議
員
の
う
ち
、
賛
成
七
、
反
対
十
（
う
 

ち
白
票
一
）
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
 

な
お
議
長
は
表
決
に
加
わ
っ
て
い
ま
 

せ
ん
。
 

婦人週間 10日～16日（労働省） 世界保健デ-  7 日（厚生省） 


